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平成 27年８月 11日 
各 位 

会 社 名 新光商事株式会社 
代表者名  代表取締役社長 小川 達哉 
（コード番号：8141 東証一部）   
問合せ先 取締役 正木 輝 
電話番号 03-6361-8111 

 

「内部統制システム構築の基本方針」の改定に関するお知らせ 

 

当社は、平成18年5月11日付で制定した内部統制システム構築の基本方針につい

て平成27年5月1日施行の改正会社法及び改正会社法施工規則に則り、本日開催の取

締役会において、内部統制システム構築の基本方針を以下のとおり改定することを

決議しましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

一．取締役・使用人の職務執行が法令および定款に適合することを確保するため

の体制 

(1) 当社は、コンプライアンス全体を統括する組織として、取締役社長を委員長とし、

社外弁護士も参加するコンプライアンス委員会を設置する。これにより新光商事

グループの横断的なコンプライアンス体制の整備および問題点の把握に努める。 

(2) 当社は、取締役・使用人の職務の執行が法令、定款および社会規範を遵守するこ

とを確保するため、企業理念、企業行動規範、企業行動基準および企業倫理遵守

規程等の実践的運用と徹底を行う体制を構築する。 

(3) コンプライアンスの徹底を図るため、取締役社長および業務執行を担当する取締

役は、新光商事グループの使用人に対するコンプライアンス教育・研修を行う。 

(4) 取締役社長直轄の監査室は、定期的に実施する内部監査を通じて、すべての業務

が法令、定款および社内諸規程に準拠して適正、妥当かつ合理的に行われている

かを監査する。 

(5) コンプライアンスに関する相談や法令遵守上疑義のある行為について、使用人が

直接通報を行う手段を確保するために、社外の弁護士を含めた複数の窓口を設置

する。この場合、通報者の匿名性を保障するとともに、通報者に不利益がないこ

とを確保する。 

(6) 当社は、企業の社会的責任を十分認識し、暴力、威力と詐欺的手法を用いて経済

的利益を追求する反社会的勢力に対しては、会社として法律に則し、毅然とした

態度で臨み、不当要求を拒絶しそれらの勢力との取引や資金提供を疑われるよう

な一切の関係を遮断する。 



- 2 - 

 

 

二．取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制 

(1) 取締役は、その職務の執行に係る以下の文書または電磁的記録（以下、「文書

等」という）その他の重要な情報を、法令および文書管理規程に基づき、それ

ぞれの担当職務に従い適切に保存しかつ管理する。 

①  株主総会議事録と関連資料 

②  取締役会議事録と関連資料 

③  取締役が主催するその他の重要な会議の議事録と関連資料 

④  取締役を決定者とする決定書類および付属書類 

⑤ その他取締役の職務の執行に関する重要な文書 
 

(2) 上記に定める文書は、10年間保管するものとし、必要に応じて取締役および監

査役が閲覧可能な状態を維持する。 

三．損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

(1) 当社は、企業価値を高め、企業活動の持続的な発展を実現することを脅かすあ

らゆる損失の危険に対処すべく、トータル・リスクマネジメントを統括する組

織として、取締役社長を委員長とするリスク管理委員会を設置する。  

(2) リスク管理委員会は、新光商事グループのリスクを網羅的・総括的に管理し、

リスクカテゴリー毎の責任部署を定め、定期的にリスク軽減する対応策の見直

しを行う。 

(3) 上記の他、以下のリスクにおける事業の継続を確保するための体制を整備す

る。 

①  地震、洪水、事故、火災等の災害による重大な損失を被るリスク 

②  取締役、使用人の不適正な業務執行により販売活動等に重大な支障を生じるリ

リスク 

③  基幹ＩＴシステムが正常に機能しないことにより重大な被害を被るリスク 

④ その他、取締役会が重大と判断するリスク 
 

 

四．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

(1) 取締役会は、取締役会が定める経営機構、取締役社長およびその他の業務執行

を担当する取締役の職務分掌に基づき、取締役社長および各業務担当取締役に

業務の執行を行わせる。 

(2) 取締役社長およびその他の業務執行を担当する取締役に業務執行の決定を委任

された事項については、業務分掌規程、職務権限規程に定める機関または手続

きにより必要な決定を行う。これらの規程は、法令の改廃および職務執行の効

率化の必要がある場合は、随時見直しをする。 
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五．当会社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための  

体制 

(1) 当社は、業務の執行が法令および定款に適合することを確保するための諸施策

に加え、新光商事グループの企業集団としての業務の適正と効率化を確保する

ために、グループとしての規則を関係会社管理規程類として整備する。 

(2) 新光商事グループに属する会社間の取引は、法令、会計原則、税法その他の会

社規範に照らし適切なものとする。 

(3) 取締役社長および業務執行を担当する取締役は、それぞれの業務分掌に従い、

グループ会社が適切な内部統制システムの整備を行うように指導する。これに

は、取締役社長が新光商事グループ各社の取締役に対し、取締役の職務の執行

に係る情報の保存および管理に関する体制の整備について指導することを含

む。 

(4) 新光商事グループは、子会社の取締役および使用人の職務の執行に係る事項の

当社への報告体制・リスク管理体制・業務管理体制・コンプライアンス体制に

ついて整備するとともに、定期的に当社の取締役会にてその運用状況を報告す

る。 また、当社はその報告に対し、必要に応じて検討、改善指示を為すもの

とする。 

(5) 子会社は、当社の子会社に対する経営管理及び経営指導が法令に違反し、社会

通念上疑義があると認めたときには、当社の監査役に報告する。なお、この時、

当該報告者が子会社において不利益を受けないものとする。 

(6) 監査室は、新光商事グループにおける内部監査を実施し、新光商事グループの

業務全般にわたる内部統制の有効性と妥当性を確保する。業務監査の年次計

画、実施状況およびその監査結果は、その重要度に応じて取締役会に報告する。 

(7) 監査役会が、監査役を通じて新光商事グループの連結経営に対応したグループ

全体の監査を実効的かつ適正に行えるように、監査室および会計監査人と緊密

な連携等の的確な体制を構築する。 

 

六．財務報告に係る内部統制が実行的に行なわれることを確保するための体制 

(１) 当社は、金融商品取引法が求める財務報告に係る内部統制評価報告制度に適切

に対応するため、監査室に内部統制グループを設置し、当社連結グループ各社

の内部統制評価の体制の整備に取り組む。 

(２) 当社は、「財務報告に係る内部統制の整備・運用および評価の基本方針」並び

に「財務報告に係る内部統制の整備・運用および評価の基本計画」を年度毎作

成し、必要があれば見直し検討を行なう。 
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七． 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当

該使用人に関する事項並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事

項 

(1) 監査役会は、監査役の職務を補助すべき使用人として、監査室および総務部に、

監査業務に必要な事項を命令することができるものとする。 

(2)  

 

監査室および総務部の独立性を確保するため、当該使用人の人事異動等に関す

る決定には、監査役会の事前の同意を得る。 

(3) 監査役が補助使用人を置くことを求めた場合は、必要に応じて内部監査部門で

ある監査室および総務部がこれを補佐するものとし、当該補助使用人は専ら監

査役の指揮命令下におかれる。 

 

 八． 取締役および使用人並びに子会社の取締役および使用人が監査役に報告す

るための体制その他の監査役への報告に関する体制 

(1) 取締役社長および業務執行を担当する取締役は、取締役会等の重要な会議におい

て随時その担当する業務の執行状況を報告する。 

(2) 取締役社長および業務執行を担当する取締役は、以下に定める事項について、速

やかに監査役に対し報告を行う。 

①  ①  新光商事グループの信用を大きく低下させたもの、またはそのおそれのある

もの 

②  ②  新光商事グループの業績に大きく悪影響を与えたもの、またはそのおそれの

あるもの 

③  ③  社内外へ環境、安全または衛生に関する重大な被害を与えたもの、またはそ

のおそれのあるもの 

④  ④  企業行動基準、企業倫理遵守規程への違反で重大なもの 

⑤  ⑤  その他上記①～④に準じる事項 
 

(3) 取締役および使用人は、監査役が業務の報告を求めた場合、迅速かつ的確に対応

する。 

(4) 当社の取締役および使用人並びに子会社の取締役および使用人は、法令等の違反

行為等、新光商事グループに著しい損害を及ぼす恐れのある事実については、発

見次第、直ちに当社の監査役等に対して報告を行なうこととする。 

(5) 当社は、監査役等へ報告を行なった当社グループの取締役及び使用人に対し、当

該報告をした事を理由として不利な取り扱いを行うことを禁止するとともに、当

該取り扱いに対して異議がある場合は監査役から取締役会に撤回の要求ができ

るものとする。 
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九．監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

(1) 監査役は、業務執行を担当する取締役および重要な使用人並びにグループ子会社

の取締役および使用人から個別ヒアリングをする機会を設ける。  

(2) 監査役会は、取締役社長、監査室および会計監査人とそれぞれ定期的に会合を開

催する。 

(3) 当社は、監査役の職務の執行において生ずる監査費用の前払又は償還の手続きそ

の他の監査費用等の処理については、当該請求による費用又は債務が当該監査役

の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに処理を行なうもの

とする。 

 

         以 上 


